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3/2（土）～3/10（日）9日間

　春は進学や就職、退職などが多い時期です。 国民年金・国民健

康保険の加入や喪失、その他の変更があったときは忘れずに届

け出てください。

　市・県民税、森林環境税（同面に関連記事）や保険料を公的年金か

ら差し引くときは、年間額が決定する前の仮徴収と決定した後の本

徴収があります。 決定した年間額は通知書をご確認ください。

通知内容 決定額の通知時期 問合

市・県民税、 森林環境税 6月中旬 市民税課☎（81）7139

介護保険

7月中旬

介護保険課☎（81）7165

国民健康保険、 後期高齢

者医療保険

保険年金課保険料担当☎（81）7153・

後期高齢者医療保険担当☎（81）7157

こんなとき 届け出先

■ 会社に就職した 勤務先

■ 会社を退職した 保険年金課または年金事務所

■  配偶者（第2号被保険者※）

の扶養に入った
配偶者の勤務先

■  配偶者（第2号被保険者※）

の扶養から外れた
保険年金課または年金事務所 国民年金の

手続き

 問合 保険年金課年金担当☎（81）7156、 藤沢年金事務所☎0466(50)1151

　転入・退職による国民健康保険へ

の加入や、転出・就職などでの国民

健康保険の喪失、転居（市内での引っ

越し）、氏名変更や世帯主変更などが

あったときは、国民健康保険に関する

手続きが必要です。

国民健康保
険の手続き

国民年金 ・ 国民健康保険
手続きを忘れずに

国民年金の手続き

国民健康保険の手続き

　日本に住む20歳以上60歳未満の

方は、国民年金の加入が義務付けら

れています。 就職や退職または第２

号被保険者※である配偶者の扶養か

ら外れたときなどは変更の届け出が

必要です。

被扶養者の注意点

　第2号被保険者※に扶養され

ている配偶者が20歳になった

時も、第2号被保険者の勤務先

で手続きが必要です。

保険料が軽減される場合合

　倒産・解雇などによる離職は、

届け出により国民健康保険料

が軽減される場合があります。

詳細はお問い合わせください。

加入する

とき

■ 他の市区町村から転入した

■ 勤務先の健康保険を喪失した

喪失する

とき

■ 他の市区町村へ転出する

■ 職場などの健康保険に加入した（電子申請可）

■ 職場の健康保険に加入する人の被扶養者に

なった（電子申請可）

その他 ■ 転居　■ 氏名変更　■ 世帯主変更　など

 問合 保険年金課保険料担当☎（81）7153

公 的 年 金 からの天引き

※ 厚生年金に加入する
会社員や公務員

　温室効果ガス排出削減などを目的に森林整備等を行うため、市・県民税均

等割と併せて森林環境税（国税）1人年額1000円を徴収します。 市・県民税

均等割に含まれる復興特別税が終了するため、合計額は変わりません。

温暖化対策などで森林環境税を導入
市民税課☎(81)7139

2024年度

から

2023年度（年額） 2024年度から（年額）

森林環境税 ー 1000円

市民税均等割 3500円（復興特別税500円含む） 3000円

県民税均等割 1800円（復興特別税500円含む） 1300円

合計 5300円 5300円

福祉タクシー利用券の交付
障がい福祉課☎（81）7159

期間  ①３/25(月)～4/10(水)※ 土・日曜日を除く ②4/11(木)～

場所  ①市役所分庁舎２階南東エレベーター前②市役所障がい福祉課

対象   市内在住の身体障害者手帳（下肢・体幹・視覚・内部障がいの個別等級1～2級）

をお持ちの方。 知能指数35以下、 または療育手帳(A1・A2)をお持ちの方

ほか   身体障害者手帳または療育手帳を持参。 郵送での申請も可。 支所・出張所で

受け取りも可（受取日の1週間前までに市役所障がい福祉課に予約）。 施設入

所者・自動車燃料費助成の受給者は利用不可
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